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１【提出理由】

　平成28年９月27日開催の当社第17期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条

の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出する

ものであります。

 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

平成28年９月27日

 

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　定款一部変更の件

①　当社は、コーポレート・ガバナンスの一層の充実という観点から、監査等委員会設置会社に移行

いたします。

　これに伴い、監査等委員会設置会社への移行に必要な、監査等委員会および監査等委員に関する

規定の新設ならびに監査役および監査役会に関する規定の削除ならびに所要の変更等を行うもので

あります。

②　当社株式の流動性の向上および将来の事業拡大に備えた機動的な資金調達を可能にするために、

現行定款第6条の発行可能株式総数を現行の8,000,000株から15,000,000株に変更するものでありま

す。

③　改正会社法により、責任限定契約を締結することができる役員等の範囲が変更されることに伴

い、業務執行を行わない取締役につきましても、責任限定契約を締結することによってその期待さ

れる役割を十分に発揮できるようにするために、現行定款第29条第２項の変更を行うものでありま

す。

 

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件

　取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、河邊拓己、加登住眞及び坂本一良を選任する

ものであります。

 

第３号議案　監査等委員である取締役４名選任の件

　監査等委員である取締役として、松﨑恭子、白川彰朗、古田利雄及び小宮山靖行を選任するもので

あります。

 

第４号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬限度額設定の件

　取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬限度額を、金銭による報酬ならびにストックオ

プション等の金銭でない報酬とを合わせて年額120百万円以内とするものであります。

 

第５号議案　監査等委員である取締役の報酬限度額設定の件

　監査等委員である取締役の報酬限度額を、金銭による報酬ならびにストックオプション等の金銭で

ない報酬とを合わせて年額45百万円以内とするものであります。
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(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び

に当該決議の結果

決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
決議の結果及び賛
成割合（％）

第１号議案 19,288 1,595 － （注）１ 可決　92.31%

第２号議案      

河 邊 　拓 己 19,931 960 － （注）２ 可決　95.39%

加 登 住 　眞 19,866 1,025 －  可決　95.08%

坂 本 　一 良 19,815 1,076 －  可決　94.83%

第３号議案      

松 﨑 　恭 子 19,832 1,061 － （注）２ 可決　94.91%

白 川 　彰 朗 19,730 1,163 －  可決　94.42%

古 田 　利 雄 19,861 1,032 －  可決　95.05%

小宮山　靖行 19,737 1,156 －  可決　94.46%

第４号議案 19,198 1,695 － （注）３ 可決　91.88%

第５号議案 19,273 1,620 － （注）３ 可決　92.24%

（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議

決権の３分の２以上の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議

決権の過半数の賛成による。

３．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

 

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に

より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主

のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

 

以　上
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